
東京都知的財産総合センター

主な
対象者

都内に所在する中小企業者等（会社及び個人事業者等）
※詳しくはお問い合わせください。

デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルについて戦略的に権
利化することで、中小企業の競争力の向上を目指し、ＡＩ・データ
活用などのデジタル技術に精通した弁理士と企業知財経験豊富なア
ドバイザーが特許取得を支援します。

支 援 無 料



ＡＩ・データ活用などのデジタル技術の特許取得に精通した弁理士および企業
知財経験豊富な当センターのアドバイザーが、デジタル技術を活用した新たな
ビジネスモデルに関連する特許取得に向けた支援(先行技術調査・アイデア発
掘/抽出支援など)を無料で行います。

支援の概要

• AI・データ活用などのデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの構築を
積極的に行っているもしくは予定している方が対象となります。

• 支援期間は1年間を限度に、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルに
関し、出願に向けた発明の抽出が完了した時点で終了となります。

• 技術内容・先行技術調査の結果によっては、出願可能な発明が抽出されないこ
ともありますのでご了承ください。

• 特許出願手続に要する費用は、お客様の負担となります。

支援に当たって

お問い合わせ

東京都知的財産総合センター

〒110-0016
東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階
℡:03-3832-3656
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/

注: 東京都知的財産総合センターは、東京都が設立し（公財）東京都中小企業振興公社が運営している機関です。
ＡＩ×データ知財取得支援事業

支援の流れ

申

請

審
査
・決
定

支
援
開
始

先
行
技
術
調
査

発
掘
・抽
出

特
許
ア
イ
デ
ア

出
願
対
象
決
定

特
許
出
願

アドバイザー

弁理士 お客様による対応

支援対象

※申請の際は下記の問い合わせ先にご連絡ください。
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